
   足立区集団回収活動支援要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成１１年足立区条例

第３８号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき、廃棄物を資源として再生利用

することを目的として行う区民の自主的な活動（以下「集団回収活動」という。）の支援に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（支援対象団体） 

第２条 この要綱における支援の対象は、町会、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、Ｐ

ＴＡ、マンション管理組合その他営利を目的としない団体で、おおむね１０以上の世帯で

構成されているものとする。 

（集団回収団体の登録） 

第３条 この要綱における支援を受けようとする実施団体は、集団回収団体登録申請書（第

１号様式）を区長に提出し、あらかじめ登録しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該団体の登録を行い、その代

表者に集団回収団体登録証（第２号様式）を交付し、申請を適当と認めないときはその旨

を通知する。 

３ 前項の規定により登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当するに至った場合は、当該各号に定める様式により、区長に届け出なければなら

ない。 

 （１） 登録団体の名称、代表者又は担当者に変更があった場合 集団回収団体登録変更

届（第３号様式） 

 （２） 登録団体を廃止する場合 集団回収団体廃止届（第４号様式） 

（実績報告） 

第４条 登録団体の代表者は、集団回収実績報告書（第５号様式。以下「実績報告書」とい

う。）を作成し、回収実施日の翌月１０日（当該日が土日祝日等閉庁日の場合にあっては、

翌開庁日）までに区長に提出するものとする。この場合において、第６条第１号の紙類の

うち、新聞紙、雑誌類及び段ボールを回収した場合は、第１５条の規定により登録を受け

た回収業者に当該紙類を引き渡した上で、第１７条第５号の規定により、当該業者から提

出された計量証明書又は搬入先の古紙直納問屋が発行する計量票を併せて区長に提出しな

ければならない。 

２ 登録団体は、資源回収状況の確認、資源引渡し時の立会い等を行い、資源の状態及び量

の把握に努めなければならない。 

３ 実績報告書は、回収実施日が属する月ごとに作成するものとする。 

（報奨金） 

第５条 区長は、この要綱に基づく支援として、登録団体に報奨金を支給する。 

２ 報奨金は、登録団体が回収した資源（家庭から排出されたものに限る。）１キログラムに

つき７円で算定するものとする。 



（対象品目） 

第６条 前条の規定による報奨金の支給の対象となる回収品目は、次の各号に定める品目で

あって、再生利用することが可能なものとする。 

 （１） 紙類（新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パックその他足立区が発行する資源になる紙

類大辞典に記載された資源になる紙類（雑がみ）に限る。） 

 （２） 布類 

 （３） 缶類（スチール缶及びアルミ缶に限る。） 

 （４） びん類（一升びん、ビールびん及びその他の生きびん類に限る。） 

（報奨金の支給決定） 

第７条 区長は、第４条の規定により登録団体から実績報告書が提出されたときは、当該実

績報告書を審査し、予算の範囲内で報奨金の支給及びその額を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により報奨金の額を決定したときは、報奨金額決定通知書（第６号

様式）により、登録団体の代表者に通知するものとする。 

（支給決定の取消し） 

第８条 区長は、登録団体が第１２条各号のいずれかに該当する場合は、前条第１項の規定

による決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（支給の方法） 

第９条 報奨金の支給は、口座振替により行う。 

２ 報奨金の支給を受けようとする登録団体は、あらかじめ報奨金の振込先口座を支払金口

座振替依頼書（第７号様式）により区長に提出しなければならない。ただし、区長が特別

な事由があると認めたときは、この限りでない。 

３ 登録団体は、前項の振込先口座に変更があった場合は、支払金口座振替変更届（第８号

様式）により、区長に届け出なければならない。 

４ 報奨金は、４月１日から６月３０日までの実績分を８月末までに、７月１日から９月３

０日までの実績分を１１月末までに、１０月１日から１２月３１日までの実績分を２月末

までに、１月１日から３月３１日までの実績分を５月末までに支給する。 

５ 実績報告書が第４条第１項に規定する実績報告書の提出期限日から遅滞して提出された

場合であっても、当該期限日の翌日から１年以内に提出された場合に限り、報奨金を支給

することができるものとする。この場合において、当該報奨金は、実績報告書が４月１１

日から７月１０日（１０日が土日祝日等閉庁日の場合は、翌開庁日とする。以下この項に

おいて同じ。）までに提出された場合は８月末までに、７月１１日から１０月１０日までに

提出された場合は１１月末までに、１０月１１日から１月１０日までに提出された場合は

２月末までに、１月１１日から４月１０日までに提出された場合は５月末までに支給する

ものとする。 

６ 区長は、報奨金額の決定をしたときは、報奨金算定簿（第９号様式）に記録を行い、同算

定簿を添付し、支出処理するものとする。 

（登録団体の経理及び報告等） 

第１０条 報奨金の支給を受けた登録団体は、報奨金の収支に係る経理を明確にしておかな



ければならない。 

２ 区長は、登録団体の収支状況その他報奨金の交付の適正を期するために必要があると認

める事項について、登録団体に報告を求め、又は調査することができる。 

３ 登録団体は、報奨金の請求及び受領にかかる書類について、当該年度の終了後６年間保

存しなければならない。 

（作業補助用具の貸与） 

第１１条 区長は、この要綱に基づく支援として、希望する登録団体に対し、予算の範囲内

で作業補助用具の貸与を行う。 

２ 貸与を希望する登録団体は、作業補助用具貸与申請書（第１０号様式）により区長に申

請しなければならない。 

３ 区長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、申請した登録団体に作業補助用

具を引き渡すものとし、適当と認められない場合はその旨を通知する。 

４ 貸与する作業補助用具は、当該各号に掲げる用具の区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 運搬台車 １団体１台まで 

 （２） 簡易型空き缶プレス機 １団体２台まで 

 （３） 雨よけシート 原則として、１団体１０枚まで 

 （４） 標識旗 原則として、１団体１０枚まで 

 （５） 折りたたみコンテナ 原則として、１団体１０個まで 

 （６） 重量計測用はかり 原則として、１団体１台まで 

 （７） 回収作業員用腕章 原則として、１団体１０枚まで 

５ 作業補助用具の貸与を受けた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１） 用具は常に清潔にしておくこと。 

 （２） 用具は破損しないよう丁寧に扱い、盗難防止の措置を講ずること。 

 （３） 破損・盗難等の事故があったときは、速やかに区長に届出すること。 

 （４） 用具の転貸及び集団回収以外の目的での使用をしないこと。 

 （５） 登録団体を廃止した場合、区長が指定する用具については、速やかに用具を返還

すること。 

 （６） 用具を故意又は過失により破損した場合は、弁償に応じること。 

 （７） その他、区の指示、調査等に応じること。 

（登録の取消し等） 

第１２条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、第３条の規定による

登録を取り消すことができる。 

 （１） 登録団体から集団回収団体廃止届の提出があったとき。 

 （２） 登録団体が解散し、又は集団回収活動を廃止したと認められるとき。 

 （３） 虚偽の報告その他不正の手段により報奨金の支給を受けたとき又は受けようとし

たとき。 

（４） 登録団体又は当該登録団体を構成する者が資源の持去り行為（条例第２８条の２



第１項又は第３項に規定する禁止行為をいう。）をしたとき。 

 （５） 登録団体又は当該登録団体を構成する者が、異なる登録団体が回収した資源を無

断で持ち去る等の行為をしたとき。 

（６） 登録団体の活動が登録団体として不適格であると区長が認めるとき。 

 （報奨金等の返還） 

第１３条 区長は、第８条の規定により報奨金の支給に係る決定の取消しをした場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に報奨金を支払っているときは、当該報奨金の返還

を命じるものとする。 

２ 区長は、前条の規定により登録の取消しをした場合において、作業補助用具を貸与して

いるときは、区長が指定する作業補助用具の返還を命じるものとする。 

第１４条 削除 

（回収業者の要件） 

第１５条 登録団体が回収した紙類のうち、新聞紙、雑誌類及び段ボール（以下「支援対象

紙類」という。）の引渡しを受けようとする回収業者（以下「回収業者」という。）は、次の

各号に掲げる要件を全て満たした上で、次条各項の規定により区長の登録を受けなければ

ならない。 

（１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）、条例及び足立区廃棄物の処理及び清

掃に関する条例施行規則（平成１２年足立区規則第５１号）の規定に違反したことがな

いこと。 

（２） 過去３年間において、第２０条第２号、第４号及び第５号に定める事項に該当し

たことがないこと。 

（３） 第２０条第２号、第４号及び第５号に定める事項に該当したことで区に損害を与

えた場合には、当該損害を全て補填したこと及び良好な業務運営をしていると区長が認

めたこと。 

（回収業者の登録手続等） 

第１６条 前条の登録を受けようとする回収業者は、登録団体から支援対象紙類の引渡しを

受けようとする年度（以下「登録年度」という。）の前年度の１月４日から２月末日までの

間に、紙類集団回収業者登録申請書（第１１号様式）その他登録に必要な書類を区長に提

出しなければならない。 

２ 区長は、回収業者から前項の規定による申請があったときは、記載事項を審査し、前条

各号の要件を満たしていると認めたときは、紙類集団回収登録業者（以下「登録業者」と

いう。）として登録し、紙類集団回収登録業者証（第１２号様式。以下「業者登録証」と

いう。）及び紙類集団回収車両標示物（以下「車両標示物」という。）を交付する。この場

合において、回収業者が前条各号の要件を満たしていないと認めたときは、当該回収業者

にその旨を通知するものとする。 

３ 登録の有効期間は、登録年度の４月１日から３月３１日までとする。 



４ 登録業者は、登録団体から支援対象紙類の回収を行う際は、車両の外から見える位置に

紙類集団回収業者登録証及び車両標示物を掲示するものとする。 

５ 登録業者は、業者登録証を他人に貸与し、譲渡し又は改ざんしてはならない。 

６ 登録業者は、紛失、盗難その他の事由により業者登録証の再交付が必要な場合は、速や

かに紙類集団回収業者登録証再交付申請書（第１２号の２様式）を区長に提出し、業者登

録証の再交付を受けなければならない。 

（登録業者の責務） 

第１７条 登録業者は、登録団体から支援対象紙類の引渡しを受けるに当たり、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

（１） 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に登録団体と協議し、集

団回収を円滑に実施すること。 

（２） 回収した資源を適正に処理すること。 

（３） 集団回収の際に登録団体から処理料金等を徴収しないこと。 

（４） 登録団体に対し、登録団体から回収した支援対象紙類について、計量証明書を発

行し、又は搬入先の古紙直納問屋が発行する計量票を交付すること。 

（５） 前号の計量証明書又は搬入先の古紙直納問屋が発行する計量票を登録団体に交付 

した上で、次の事項を報告すること。 

ア 資源回収日 

イ 資源回収品目 

ウ 資源回収量 

エ 資源搬入場所 

オ 資源搬入時間 

カ 搬入車両番号 

（６） 登録団体に対し、正確な回収実績を報告するとともに、区長又は登録団体から計

量証明書を提示するよう求められた場合は、速やかにこれを提出すること。 

（７） 複数の団体の資源を１台で１度に計量する場合には、資源を回収した団体ごとの

資源別の重量内訳を計量証明書又は搬入先の古紙直納問屋が発行する計量票に明記す

ること。 

（８） 集団回収活動により集積された資源を収集運搬するに当たり、事故等が生じた場

合は、事故の状況確認、負傷者の救護及び警察等関係機関への届出をし、当該機関の指

導等に従って処理をするとともに、区長に事故処理等の結果を遅滞なく報告すること。 

（登録内容の変更等） 

第１８条 登録業者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに紙類集団回収登録業者登

録変更届（第１３号様式。以下「変更届」という。）を区長に提出しなければならない。 

２ 廃業、転業その他の事由により登録を抹消しようとする登録業者は、速やかに紙類集団

回収業者登録抹消届（第１４号様式。以下「抹消届」という。）を区長に提出しなければな

らない。 

（資源回収の引継ぎ） 



第１９条 登録業者は、前条の規定により登録を抹消する場合は、既に実施している集団回

収について、適切に他の登録業者に引き継ぐものとし、登録団体の集団回収に支障が生じ

ないように措置を講じなければならない。 

（登録の取消） 

第２０条 区長は、登録業者が次の各号に該当するときはその登録を取り消すことができる。 

（１） 登録業者が抹消届を提出したとき。 

（２） 登録業者が第１６条第５項若しくは第６項の規定に違反したとき又は第１７条各

号に掲げる事項に違反したとき。 

（３） 登録業者が廃業、転業その他の事由により資源の回収を行うことができなくなっ

たことが明らかな場合において、抹消届が提出されないとき。 

（４） 実績報告書又は計量証明書に虚偽の記載をしたとき。 

（５） 区民の信頼を損なう行為を行う等、集団回収を行う業者としてふさわしくないと

区長が判断したとき。 

２ 前項の規定により登録を取り消された者は、直ちに業者登録証及び車両標示物を区長に

返還しなければならない。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   付 則（３０足環ご発第１４５４号 平成３１年３月８日区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に３０足環ご発第１４５０号平成３１ 

年３月８日 区長決定により廃止した足立区集団回収活動支援要綱の規定により区長が行 

 った決定その他の行為又は同要綱の規定により区長に対してなされた申請その他の行為

で施行日以降に処理されることとなるものは、それぞれこの要綱の相当規定により区長が

行った決定その他の行為又はその他の区長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

３ 平成３１年３月３１日における足立区集団回収モデル事業要綱（２９足環ご発第１１９

１号 平成２９年１２月２０日環境部長決定）に基づく登録団体は、この要綱の施行日以

後においては、第３条第３項の登録団体とみなす。 

   付 則（３足環ご発第１０４３号 令和４年１月１４日区長決定） 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則（５足環ご発第１５８７号 令和６年２月１６日区長決定） 

  この要綱は、令和６年２月１６日から施行する。 

   付 則（５足環ご発第１７６４号 令和６年３月２８日区長決定） 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   



第１号様式（第３条関係） 

集団回収団体登録申請書  
（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

代表者               ※ 
※本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印してください。 

下記のとおり、集団回収団体の登録を申請します。 

 

記 

 

※マンションなど、集合住宅にお住まいの方は、住所欄に『部屋番号』まで記載をお願いします。 

団 体 名  

代 表 者 

フリガナ  

氏 名  

住 所 〒   －    足立区 

電話番号 （     ） 

担 当 者 

（代表者と別に担当

者がいる場合、記入

してください。） 

フリガナ  

氏 名  

住 所 〒   －    足立区 

電話番号 （     ） 

団体世帯数 世帯 

回収品目 新聞・雑誌類・段ﾎﾞｰﾙ・紙ﾊﾟｯｸ・布・ｽﾁｰﾙ缶・ｱﾙﾐ缶・びん 

集積箇所数    箇所 

実施予定 月  回実施・   日または    曜日 

回収業者 

（３社以上ある場合は、欄外に 

記入してください。） 

業 者 名         業 者 名         

所 在 地         所 在 地         

電話番号         電話番号         



第２号様式（第３条関係） 

登録番号 第    号 

 

集 団 回 収 団 体 登 録 証 
 

            様 

 

 貴団体を集団回収団体として承認します。 

 下記事項に留意し、集団回収活動を実施してください。 

 

        年  月  日 

 

  足 立 区 長 
 

 

記 

 

 

１ 集団回収実施後は、『集団回収実績報告書』及び『計量票』を回収実施日の翌月１０日ま

でに区役所へ提出してください。 

２ 団体の代表者又は報奨金振込口座等申請内容に変更があった場合、若しくは団体を廃止

する場合は、速やかに区役所へ集団回収団体登録変更届又は集団回収団体廃止届を提出し

てください。 

３ 報奨金の収支に係る経理を明確にしてください。 

４ 以下に記載する事項に該当した場合は、団体の登録を取消します。 

（１）登録団体から集団回収団体廃止届の提出があったとき。 

（２）登録団体が解散し、又は集団回収活動を廃止したと認められるとき。 

（３）虚偽の報告その他不正の手段により報奨金の支給を受けたとき又は受けようとした

とき。 

（４）登録団体又は当該登録団体を構成する者が資源の持去り行為（足立区廃棄物の処理及

び再利用に関する条例（平成１１年足立区条例第３８号）第２８条の２第１項又は同条

第３項に規定に違反する行為をいう。）をしたとき。 

（５）登録団体又は当該登録団体を構成する者が、異なる登録団体が回収した資源を無断で

持ち去る等の行為をしたとき。 

（６）登録団体の活動が登録団体として不適格と区長が認めるとき。 



第３号様式（第３条関係） 

集団回収団体登録変更届 
 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

 

登録番号                     

団 体 名                     

代 表 者                   ※ 
※本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印してください。 

 

下記のとおり、登録内容の変更を届け出します。 

 

記 

 

※該当事項をチェック（□）し、変更する内容のみご記入ください。 

※マンションなど、集合住宅にお住まいの方は、住所欄に『部屋番号』まで記載をお願いします。 

変更事項 変更内容 

□ 団体名 

新  

旧  

□ 代表者 

新 

フリガナ  

氏名                  

住所 〒   －   足立区 

電話番号  

旧 氏名                  

□ 担当者 

新 

フリガナ  

氏名  

住所 〒   －   足立区 

電話番号  

旧 氏名  



第４号様式（第３条関係） 

 

集団回収団体廃止届 
 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

 

登録番号                    

団 体 名                   

代表者住所                   

代表者氏名                 ※ 

※本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印してください。 

電話番号                    

 

 

下記のとおり、集団回収団体の廃止を届け出します。 

 

 

記 

 

１． 廃止理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 廃止年月日        年  月  日 

 

 

 

 

 

 



集 団 回 収 実 績 報 告 書 

提出日：     年  月  日 

登録番号     

 

 業者名                 ※ (回収担当者)                              
※法人の場合は記名押印してください。（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 所在地                   電話          (           )               

 

集団回収について、次の通り報告します。 

 

 

 

内訳（実施日）        年    月                日 

 品 目 回収重量(kg) 1kgあたり単価（円） 金額(円) 備  考 

紙 類 

新 聞     

雑 誌     

段ボール     

紙パック     

布 類 布     

缶 類 
スチール     

ア ル ミ     

び ん 類 生きびん      ＝0.6kg×    本 
 一 升 び ん    本 

ビールびん        本 
その他生きびん        本 
合計        本 

 
合 計 

    

※区役所提出用（黄）は、実施日の翌月１０日までに足立区へ提出してください。 
      ※古紙（新聞、雑誌、段ボール）は計量証明を添付してください。 
   ※びん類は計量しない場合、1本あたり 0.6kgとして換算してください。 
   ※各回収重量の 1kg未満の端数は切り捨ててください。 

団体名                       

代表者住所                     

代表者氏名                  ※  

       

代表者電話                     

担当者氏名         電話          

            年    月分          回収量合計       kg 

※法人の場合は記名押印してください（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 

回収業者 

（提出先）足 立 区 長 

登録団体 

第５号様式（第４条、第７条関係） 



第6号様式（第7条関係）

足 環 ご 発 第 号

年 月 日

報奨金額決定通知書

（登録番号）

足立区長　　近　藤　弥　生

＿ ＿

回収量 報奨金額

（Ｋｇ） （￥）

上記の決定金額を、　　年　　月下旬に登録口座に振り込む予定です。

金融機関名

支店名

預金種別

口座番号

口座名義（カナ）

口座名義

年 月分実績

　　　　　　様

　　　　　　　　様

足立区集団回収活動支援要綱第7条第1項に基づく報奨金の支給が決定いたしましたので、同条第2項に基づき登録団
体の代表者に通知します。

　　　　　　　円

（実績内訳）

年 月分実績

年 月分実績

　　年　　月以前分の実績

合計

（登録口座）

　



第７号様式（第９条関係） 

支払金口座振替依頼書 
（提 出 先）足 立 区 長 

 年   月   日 

登録番号                   

団 体 名                   

代 表 者                 ※ 
※法人の場合は記名押印してください（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 

集団回収報奨金を下記の口座にお振り込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※振込口座通帳の表紙と表紙裏（口座番号、口座名義等が確認できる部分）のコピーを必ず 

添付してください。 

※振込先口座にゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込みが可能かどうかをゆうちょ銀行に

ご確認ください。 

※個人名義の口座には振込みができません。必ず、登録団体名義の口座を登録してください。 

（例）○○○会、又は○○○会 代表□□□□ 

振込先金融機関 

       銀行         本店 

信用金庫       支店 

       信用組合       出張所 

預金種別 普 通   ・   当 座 

口座番号             （７ケタ） 

口座名義（カナ）  

口座名義  

※団体代表者と振込口座名義人が違う場合は、代表者の委任署名が必要になります。 

 

【受領委任】 

 私は、集団回収報奨金の受領を、上記口座名義人に委任します。 

     年    月   日 

代表者                    ※ 
※法人の場合は記名押印してください。（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 



第８号様式（第９条関係） 

支払金口座振替変更届 
（提 出 先）足 立 区 長 

 年   月   日 

登録番号                   

団 体 名                   

代 表 者                 ※ 
※法人の場合は記名押印してください（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 

集団回収報奨金を下記の口座にお振り込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※振込口座通帳の表紙と表紙裏（口座番号、口座名義等が確認できる部分）のコピーを必ず 

添付してください。 

※口座名義のみ変更の場合も通帳のコピーが必要です。 

※振込先口座にゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込みが可能かどうかをゆうちょ銀行に

ご確認ください。 

※個人名義の口座には振込みができません。必ず、登録団体名義の口座を登録してください。 

（例）○○○会、又は○○○会 代表□□□□ 

振込先金融機関 

       銀行         本店 

       信用金庫       支店 

       信用組合       出張所 

預金種別 普 通   ・   当 座 

口座番号             （７ケタ） 

口座名義（カナ）  

口座名義  

※団体代表者と振込口座名義人が違う場合は、代表者の委任が必要になります。 

 

【受領委任】 

 私は、集団回収報奨金の受領を、上記口座名義人に委任します。 

     年    月   日 

代表者                    ※ 
※法人の場合は記名押印してください。（シャチハタ不可） 
法人以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は 
記名押印してください。 

 



第9号様式（第9条関係）

支払処理日：

決定通知書ＩＤ： 仕向銀行：

対象期間（実施月）： 振込指定日：

登録 報奨金合計 回収量合計
番号 団体名 代表者名 住所 （￥） 月 月 月  月以前 （ｋｇ） 月 月 月  月以前 種別 口座番号 口座名義

(〒120：　　件、〒121：　　件、〒123：　　件) 総合計
(　　　団体、　　　　　　世帯)

  足環ご発第       号
       年    月～    月

月別報奨金（￥）

報　奨　金　算　定　簿

金融機関 支店
月別回収量（ｋｇ） 振込先

足立区集団回収管理システム ／ 　作成日：　　　　　　　　　



第１０号様式（第１１条関係） 

作業補助用具貸与申請書 
（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

登録番号                 

団 体 名                

代表者住所                

代表者氏名                

電話番号                 

 

下記の事項を遵守のうえ、次の作業補助用具を借用したいので、申請します。 

 

（１）用具は常に清潔にしておくこと。 

（２）用具は破損しないよう丁寧に扱い、盗難防止の措置を講ずること。 

（３）破損・盗難等の事故があったときは、速やかに区長に届出すること。 

（４）用具の転貸及び集団回収以外の目的での使用をしないこと。 

（５）登録団体を廃止した場合、区長が指定する用具については、速やかに用具を返還すること。 

（６）用具を故意又は過失により破損した場合は、弁償に応ずること。 

（７）その他、区の指示、調査に応じること。 

 

 

 

 

 

 

 

上記の作業補助用具を確かに借り受けました。 

  年  月  日 

 

     借受人氏名             

 

 

 

 

 

品 名 数 量 備 考（規格など） 

   



第１１号様式（第１６条関係） 

 

紙類集団回収業者登録申請書 

（提 出 先）足 立 区 長 

  年  月  日 

 

下記のとおり、紙類の集団回収業者の登録を申請します。 

 

記 

誓 約 書 

 弊社は、    年度紙類集団回収業者登録を申請するにあたり、足立区集団回収活動支援要

綱に定める事項を理解し、回収業者の責務を遵守することを誓約いたします。違反した場合には、

厳正なる処分を受けても異議はございません。 

    年  月  日 

業者名                  

代表者名               ※ 

※本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印してください。 

業者情報 

フリガナ 

名称 
 

代表者名 
         ※ 

※本人（代表者）が手書きしない場合は押印してください。 

住 所 〒   －    足立区 

連絡先 電話           ＦＡＸ             

業者登録証枚数                      枚 

車両番号 

（登録証を必要とする車両番号

を記入し、車検証の写しを添付

してください） 

  

  

  

  

取り扱い品目 新聞・雑誌類・段ﾎﾞｰﾙ・紙ﾊﾟｯｸ・布・ｽﾁｰﾙ缶・ｱﾙﾐ缶・びん 

資源搬入先 

（３社以上ある場合は、欄外に 

記入してください。） 

業 者 名         業 者 名         

所 在 地         所 在 地         

電話番号         電話番号         



第１２号様式（第１６条関係） 

紙類集団回収登録業者証 

 

名称 

住所                

代表者名              

連絡先               

車両番号 

貴方を紙類の集団回収業者として承認します。 

下記の注意事項に留意のうえ、活動をすすめてください。 

 

   年  月  日 

 

                              足立区長 

 

注 意 事 項 

 

１ この業者登録証の有効期間は、  年 ４月１日 から  年 ３月３１日までです。 

２ この業者登録証は常に携帯し、団体等からの依頼があったときは提示してください。 

３ この業者登録証を紛失又は盗難にあった時は、早急にごみ減量推進課へ届け出てくださ

い。 

 

≪参照≫足立区集団回収活動支援要綱（抜粋） 

第１７条 登録業者は、登録団体から支援対象紙類の引渡しを受けるに当たり、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

（１） 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に登録団体と協議し、集団回収を円滑

に実施すること。 

（２） 回収した資源を適正に処理すること。 

（３） 集団回収の際に登録団体から処理料金等を徴収しないこと。 

（４） 登録団体に対し、登録団体から回収した支援対象紙類について、計量証明書を発行し、又は搬入

先の古紙直納問屋が発行する計量票を交付すること。 

（６） 登録団体に対し、正確な回収実績を報告するとともに、区長又は登録団体から計量証明書を提示

するよう求められた場合は、速やかにこれを提出すること。 

（８） 集団回収活動により集積された資源を収集運搬するに当たり、事故等が生じた場合は、事故の状

況確認、負傷者の救護及び警察等関係機関への届出をし、当該機関の指導等に従って処理をする

とともに、区長に事故処理等の結果を遅滞なく報告すること。 



第１２号の２様式（第１６条関係） 

 

 

紙類集団回収業者登録証 再交付申請書 

    年   月   日 

 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

 

業者番号                 

業 者 名                

代表者氏名                

電話番号                 

 

下記により登録証の再交付を申請します。 

 

誓約欄 

 再交付申請にあたり、紛失した登録証が発見された場合は、速やかに以前発行を受けた登録証

を区に返還いたします。今後、登録証の紛失、盗難等がないよう、細心の注意を払って管理いた

します。 

    年  月  日 

業者名                    

代表者氏名                ※ 

※本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印してください。 

申請理由 

・紛失  ・盗難 

 

・その他（具体的に：             ） 

事実発生日

時 
 

該当車両番

号 

 



 第１３号様式（第１８条関係） 

紙類集団回収登録業者 登録変更届 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

 

業者番号                    

業者名                       

代表者氏名                 ※ 

電話番号                    

※本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

下記のとおり、資源の集団回収業者の 登録内容の変更を申請します。 

 

※該当事項をチェック（□）し、変更する内容のみご記入ください。 

※変更する項目のみチェックを入れ、変更内容を記入してください。 

変更事項 変更内容 

□ 業者名 

新  

旧  

□ 住所等 

（電話・ＦＡＸ等） 

新  

旧  

□ 代表者名 

新  

旧  

□ 使用車両番号 

 

※変更車両番号のみ

を記入 

新  

旧  

変 更 年 月 日 年    月    日 



第１４号様式（第１８条関係） 

 

紙類集団回収登録業者 登録抹消届 

 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

  年  月  日 

 

業者番号                   

業者名                      

代表者氏名                ※ 

電話番号                   

※本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

下記のとおり、紙類集団回収登録業者の登録抹消を届け出ます。 

 

記 

 

１． 登録抹消理由 

 

 

 

 

 

２． 登録抹消年月日       年   月   日 

 

３.  紙類集団回収業者への引き継ぎ（書ききれない場合には裏面に記入） 

 

登録団体 引き継ぎ業者 引き継ぎ年月日 

   

   

   

   

   

   


